
1 

 

研究レポート FY2023―1号  

2023/11/8 

 

 

日本国際問題研究所 

「ロシア関連」研究会  

 

 

 

ロシアにおける個人支配体制成立の国際的起源 

大串敦 慶應義塾大学教授  

ロシアの政治体制が権威主義体制であり、その中でもウラジーミル・プーチン大統領を中心にした個人支配体制であるとはしば

しば指摘されるところである。では、なぜ・どのようにプーチンの個人支配体制が成立したのだろうか。本稿では、国際的な要因に

焦点を当てて考えてみたい。 

 

高度個人支配体制 

近年の権威主義体制研究では、権威主義体制をラテンアメリカで見られたような軍部独裁、ソ連や中国を代表とする政党独

裁、そしてアフリカ諸国や今日の中央アジアに見られる個人独裁の三つに分類することが多い1。また集団指導体制の独裁と個人

独裁で分類する立場もある2。いずれの分類にしても、個人独裁が権威主義体制の一つの典型例を成している。とはいえ、個人

独裁にはその度合いが低いものから、独裁者に高度に依存したものまで想定されよう。ここでは、高度個人支配体制を、個人独

裁の中でも突出して個人支配化が進んだものと考える。大テロル以後の個人崇拝が進んだスターリン体制はその典型例を成すも

のである。この体制下では、指導者の恣意による支配がまかり通るので、公式の制度の形骸化と非公式な意思決定が一般化す

る。スターリンに関する研究は、意思決定が極度に個人化されていた様を描き出してきた3。 

プーチン下のロシアにおいて、個人支配化が進展してきた点に関しては、近年優れた研究が行われてきた。バトゥーロとエルキンク

は、計量分析を駆使して、プーチンの人脈がエリツィン時代からの生き残りの人脈などを排除していく過程や、その人脈による政治

制度の形骸化（脱制度化）の過程などを明らかにした。それによると、2004 年頃からプーチン人脈が他の人脈を排除するよう

な傾向が強まり、2008 年ごろにはプーチン人脈が圧倒的となった。そしてプーチンが大統領に復帰する 2012 年頃には、プーチ

ンは自身の人脈にも拘束されない圧倒的な支配者になったという4。 

では、このような個人支配化が進展する要因として、何が挙げられるだろうか。多くの場合、もっぱら国内の政治力学によって説

明されてきたといえよう。国内の政治派閥間の闘争での勝利、独裁者の行動を制限する制度の脆弱性などである5。 
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個人支配体制成立の国際的起源 

とはいえ、個人支配体制の成立に国際的な要因の影響はないのだろうか。スターリンの高度個人支配体制の確立の大きな契

機となった大テロルの背景として、ナチス・ドイツの成立による戦争に対する恐怖心があったとはしばしば指摘された。しかし、体制

変動の国際的な波及の研究では、従来、欧米などの民主制の国と関係が深い国は民主化しやすいという単純化された関係が

想定されてきた6。こうした定式化の下では、ロシアや中国といった権威主義体制の中核にある諸国は、権威主義体制を拡散す

る主体であって、中核自体の権威主義化は国内の政治力学によって説明されるほかない。 

こうした議論に対し、異なった観点から権威主義化の波を理論化したのが、主にラテンアメリカ諸国を研究するウェイランドである。

ウェイランドは、1970 年代のラテンアメリカ諸国における軍事政権成立の波を、キューバ革命の波及に脅威感を覚えた既存エリー

トの国内秩序維持に起源を求めた7。この際、当該国で客観的に共産主義革命が生じる条件がそろっているかは問題ではない。

むしろ、政治エリートが共産主義革命を脅威だと主観的に認識していることが重要である。ラテンアメリカ諸国では、客観的に見て

キューバ革命に追随する革命が生じる可能性は低かったが、軍部をはじめとした政治エリートたちは主観的には脅威感を抱き、客

観的な必要以上に抑圧的な体制が成立した。 

ここで、キューバ革命を旧ソ連諸国の「民主化革命」と置き換えた場合、ロシアの政治エリートが「民主化革命」に覚える脅威感

がロシア国内政治に与える影響を理解できる8。2000 年代のいわゆる「色の革命」や 2011－12 年の「アラブの春」、2011 年

末から 12 年にかけてのロシアでの抗議運動、2014 年のウクライナのユーロマイダン革命に至るまで、プーチンをはじめとする政権

エリートは「すべてアメリカの策謀によって生じた」という認識を持つに至った。この認識が真実であるかどうかはここでは問題ではない。

政権エリートが、主観的に信じ込み、その認識に基づいて行動した点が重要である。例えば、「色の革命」に対抗して、2005 年

に愛国主義的若者組織の「ナーシ」を組織した9。また、2012 年には外国から資金を受けて政治活動をしている NGO を「外国

のエージェント」として登録する法整備がなされた。その後も抗議活動の規制強化などが行われた。こうして、民主化促進に脅威

を覚えた政権エリートが抑圧的な政策を強化する傾向がみられた。 

もっとも、民主化促進がロシアでは権威主義化を招いたとしても、どのような権威主義体制になるのかを決定するわけではない。

ラテンアメリカに見られたような軍事政権でもなく、共産党体制のような政党支配でもない、個人支配体制に接近した理由の一つ

は、ロシアの政治エリートが抱いた安全保障恐怖症にあると考えられる。1930 年代のソ連においてスターリンをはじめとした指導

部が対独恐怖症を抱き、それが大テロルとスターリンの個人支配誕生の一因になったことにも見られるように、安全保障恐怖症は、

高度に個人支配化された権威主義体制を生み出しがちである。 

ソ連解体後、西側に対するロシアの安全保障環境はジグザグをしながらも悪化していったといえよう。1999 年の NATO（北大

西洋条約機構）によるコソヴォ空爆は、ロシアの NATO 認識に大きな影響を与え、1999 年と 2004 年の NATO の東方拡

大、特に第二次拡大は、ロシアに大きな脅威感を植え付けた。「色の革命」を経験したジョージア（グルジア/サカルトヴェロ）とウ

クライナが NATO 加盟を目標としたことは、西側による民主化促進をロシアに対する安全保障上の脅威としても認識する傾向に

拍車をかけた。2022 年に始まるウクライナ侵攻の直前にロシア側がウクライナの NATO 非加盟を書面によって保証せよと要求し

ていたのはよく知られている。客観的に見ればウクライナの NATO への正式加盟の可能性は当時ほとんどなかったので、観察者に

はこの要求は奇異に見えたが、ロシアの指導部は主観的には真剣であっただろう10。 

加えて、国民世論一般の間でも、対外脅威に対抗できる指導者としてプーチンへの支持が高まったことで、彼の個人支配の様

相を強めた。ロシア国民がプーチンの功績として最もあげてきた点は、「ロシアを大国として復活させた」ことである。クリミア併合を機

に、大国としてのロシアの譲れない一線を示したとして、国民の多くはプーチンを強く支持した。そしてプーチンは組織されざる人々

へもアピールし、「全人民の指導者」として立ち現れることとなった11。 

こうして対外脅威感を背景に国民からプーチン個人が強く支持される一方で、政権内部での個人支配化も進んだ。独裁体制

はしばしば集団指導体制から個人支配へ移行する傾向を持つ12。ロシアでもプーチン個人への権力集中が 2004 年以降、段
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階を経て徐々に進んだことが主張されている。それによれば、特に 2012 年に大統領に復帰して以降、プーチンは他のエリートから

抜きんでた存在になったという13。高度個人支配体制が成立したといえよう。 

 

個人主義的政策決定過程の検討：軍事侵攻の決定過程から 

この高度個人支配体制が安全保障恐怖症と関連していたのかどうか、ロシアの対外軍事行動をめぐる政策決定過程を事例に

簡単に検証してみたい。ロシアでは、個人主義的な政策決定過程と、官僚的な手続きを含めた公式のメカニズムが中心となる

制度化された政策決定が交錯してきたことは、政策過程の研究者によって指摘されてきた14。仮に、安全保障により直結する分

野で個人主義的決定がなされているとすれば、安全保障恐怖症と個人支配体制に関係性があると想定できよう。 

そこで、シリアに対する軍事介入、クリミア半島併合、ドンバス戦争、そして 2022 年の対ウクライナ戦争をごく簡単に考察してみ

よう。シリアへの軍事介入では、外務省、軍、諜報機関などの公式の制度が意思決定に影響を与えており、上院からも軍事活

動の承認を得た。クレムリンでは、2015 年 5－8 月上旬に正式決定したとされる15。他方、クリミア併合は 2014 年 2 月 22 か

ら 23 日にかけて、プーチン、パトルシェフ安全保障会議書記、ボルトニコフ連邦保安庁長官、ショイグ国防相、イワノフ大統領府

長官（当時）の 5 人で決定したといわれている16。ここにはラブロフ外相も、メドヴェージェフ首相（当時）もいない。また、ドンバ

ス戦争への関与の決定過程の詳細はいまだにはっきりしないが、安全保障会議などの公式の制度が影響した形跡はない。そもそ

も、ロシアは関与を否定してきたので、公式の制度が機能する余地がないともいえる。最後に、2022 年 2 月の対ウクライナ戦争

では、プーチン、パトルシェフ、ショイグ、ゲラシモフ参謀総長の 4 人のみで決定したとの説がある17。このうち、ショイグとゲラシモフは

意思決定者というより、決定の遂行者として関与した可能性が高いように思われる。すると、肝心の決定はプーチンとパトルシェフ

のみで行われたことになる。テレビ中継された安全保障会議では、ナルイシキン対外諜報庁長官がプーチンに叱責され動揺する

様やラブロフ外相が決定の蚊帳の外に置かれている様を見せつけた。安全保障会議のようなトップ・エリートの間でさえ、合意が存

在しておらず、プーチン体制が高度に個人支配化されていることを示した。 

いうまでもなく、軍事介入の決定は、どの国でも多かれ少なかれ個人主義的決定がなされがちな分野ではある。しかし、以上の

中では、シリアへの介入ではそれなりに制度化された意思決定過程が見られた点には留意する必要がある。これはシリアがロシア

にとって安全保障上の脅威ではないのに対して、ウクライナは、少なくともロシアの指導部の主観的には、直接の安全保障上の脅

威であったことに関連していよう。直接の安全保障上の脅威に関して決定する際には、「第五列（内部の敵）」を避ける強い誘

因が生まれる。これが極度に非公式な意思決定過程となったと推測される。こうして、安全保障恐怖症と個人支配体制には一

定の関連性があると想定できよう。 

とはいえ、このように高度に個人主義化された決定は、指導者個人の思い込みや偏見、さらには指導者に忖度した情報を直

接に反映してしまう可能性が高い。これはロシア・ウクライナ戦争の初期に如実に示された。ウクライナ側の抵抗の強さを読み誤っ

たばかりでなく、軍事作戦としても極めて杜撰であったことは軍事専門家が主張する通りであろう18。ロシア側がこのような状態を

修正するのに、半年以上を要した。 

 

まとめと政策的含意 

本稿では、プーチンの高度に個人主義化した支配体制の成立に、国際的な要因が作用している可能性を指摘した。この国際

的要因には、旧ソ連諸国における「民主化革命」がもたらした脅威認識や NATO 拡大による安全保障恐怖症が含まれる。いう

までもなく、もっぱら国際的要因のみでロシアの権威主義化を説明することはできない。それでも、これまで軽視されがちだった国際

的要因を説明に取り込む必要性はあろう。本稿はそのほんの第一歩であり、課題も多い。政策決定過程に関する事例研究は
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不十分であるし、政策決定過程の研究には資料の量や信憑性の問題も常に付きまとう。にもかかわらず、個人支配体制の特質

を明らかにするためには、このブラックボックスに少しでも光を当てなければならない。 

本稿の主張通り、仮に「民主化革命」と安全保障恐怖症が、ロシアの高度個人支配体制を生み出すのに貢献したとすれば、

ここには政策的含意もあるかもしれない。すなわち、民主化促進といった西側の政策は、時と場合によっては、他国の権威主義

化やその強化を促してしまう場合もあるかもしれない。これは、「民主主義国の連帯」の重要性が声高に語られる今日の先進諸

国の外交政策に、一定の慎重さが求められることを示唆している。 
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